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 天理市立こども園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年12月15日 

                       天理市長 並 河  健  

天理市条例第19号 

   天理市立こども園条例の一部を改正する条例 

 天理市立こども園条例（平成23年12月天理市条例第25号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条の表中 

「    

を  天理市立やまだこども園 天理市山田町1560番地  

   」 

「    

に改める。 

 天理市立やまだこども園 天理市山田町1560番地  

 天理市立丹波市南こども園 天理市勾田町92番地  

 天理市立前栽こども園 天理市杉本町2 4 3番地１  

   」 

   附 則                              

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という｡)以後の天理市立丹波市南こ

ども園及び天理市立前栽こども園の運営に関し必要な手続は、施行日前にお

いても行うことができる。 

 （天理市立保育所設置条例の一部改正） 

３ 天理市立保育所設置条例（昭和62年３月天理市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条の表中 
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「     

を 
 天理市立中央保育所 天理市田部町5 5 3番地 1 6 0名  

 天理市立南保育所 天理市勾田町92番地 1 5 0名  

    」 

「     

に改める。  天理市立中央保育所 天理市田部町5 5 3番地 1 6 0名  

    」 

 （天理市立小学校、中学校、幼稚園設置条例の一部改正） 

４ 天理市立小学校、中学校、幼稚園設置条例（昭和39年３月天理市条例第15

号）の一部を次のように改正する。                     

  第４条の表中 

「    

を 

 天理市立丹波市幼稚園 天理市丹波市町1 3 5番地３  

 天理市立山の辺幼稚園 天理市三島町1 4 0番地１  

 天理市立井戸堂幼稚園 天理市西井戸堂町4 0 6番地  

 天理市立前栽幼稚園 天理市杉本町2 4 3番地１  

   」 

「    

に改める。 
 天理市立山の辺幼稚園 天理市三島町1 4 0番地１  

 天理市立井戸堂幼稚園 天理市西井戸堂町4 0 6番地  

   」 

 


